
名古屋市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第11回）議事次第 

 

日 程：令和3年1月14日（木） 

                                                                                                                            17時00分から 

場 所：災害対策本部室（東庁舎1階） 

 

１ 議題 

 

（1）新型コロナウイルス感染症の感染動向等について                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         【資料1】 

 

 (2) 愛知県緊急事態措置等について                                                                                                                                                               【資料2-1,2,3】  

 

(3) 緊急事態宣言に伴う本市の催物（イベント等）及び施設の取り扱いについて【資料3】 

 

(4) 名古屋市新型インフルエンザ等業務継続計画の発動について（案）  【資料4-1,2】 

 

(5) 緊急事態宣言に伴う広報について                   【資料5】 

 

２ その他 

 

 

  【資料 1】   新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について 

  【資料 2-1】 「緊急事態宣言発出にあたり県民・事業者の皆様へのメッセージ及び愛

知県緊急事態措置の発出 

  【資料 2-2】 愛知県・緊急事態措置 

  【資料 2-3】 愛知県新型コロナウイルス感染症緊急事態措置 

  【資料 3】   緊急事態宣言に伴う本市の催物（イベント等）及び施設の取り扱いにつ

いて 

  【資料 4-1】 名古屋市新型インフルエンザ等業務継続計画の改正について（概要） 

  【資料 4-2】 名古屋市新型インフルエンザ等業務継続計画の発動について（案） 

  【資料 5】  緊急事態宣言に伴う今後の広報について（予定） 

  【資料 6】   市民・事業者の皆さまへのお願い 

  【参考】    新型コロナウイルス感染症拡大の状況下における区役所の対応について 

 

 



2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和3年

1月
累計

発生 24 98 149 6 12 770 1459 439 462 1899 3035 1426 9779

死亡 - 16 6 1 - 1 17 14 7 8 31 44 145

〇本市における新型コロナウイルス感染症患者の状況（１月１３日午後７時現在） 
１ 患者の発生状況 

（１）累計患者数     
（２）前２週の発生状況（再掲） 

 

 

 

   
（３）発生状況一覧（7月以降） 

 

 

  

12月

31日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
(木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水)

発生 126 96 68 102 71 93 150 706 177 146 140 159 87 37 100 846 1552

死亡 - 2 1 4 2 6 6 21 3 4 1 2 3 5 5 23 44

小計 小計
合計日付

1月
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10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代～ 非公表 合計

男性 87 186 863 630 590 488 362 268 172 0 3646

女性 93 151 852 501 369 367 238 238 362 1 3172

合計 180 337 1715 1131 959 855 600 506 534 1 6818

２ 患者の入院状況等（前日の数値） 

  

 

   

 

 

※当日の陽性患者数を「調整」に計上し、それ以外は前日の数値を計上しております。 

※上記以外に、施設入所に他都市公表の陽性患者が２名います。 

３ 性別・年齢別発生状況 

（１）全期間（2月以降）  
 

 

 

 

 

 

※別に年代・性別非公表の患者１名あり。 

※別に再陽性化による重複患者９名（10歳未満女性、30代女性2名、40代女性、60代男性2名、70代男性、８０代男性、90代女性）あり。 

（２）１０月以降 
  

 

 

 

 

 

  

※別に再陽性化による重複患者5名（10歳未満女性、３０代女性、６０代男性、８０代男性）あり。 

入院調整 施設入所 自宅療養 調整 退院・回復 死 亡

軽症 186

中等症 79

(市内237） 重症 23

(市外 54） 重篤 3

1182 100 7968 140

患者数 入院

9779
291

12 86

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代～ 非公表 合計

男性 121 252 1335 918 817 678 500 374 262 0 5257

女性 136 217 1329 703 506 484 317 344 475 1 4512

合計 257 469 2664 1621 1323 1162 817 718 737 1 9769
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緊急事態宣言に伴う本市の催物（イベント等）及び施設の取り扱いについて 

 

１ 趣旨 

  愛知県が緊急事態措置を実施すべき区域とされたことを受け、本市の催物

（イベント等）及び施設について、本市の両ガイドラインの適用を一時中断

し、国の事務連絡「緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等

に係る留意事項等について」のとおり取り扱うものとする。 

 

２ 主な内容 

 ○ 催物（イベント等） 

・ 屋内であれば５，０００人以下、かつ収容定員の５０％以内の参加人

数にすること 

・ 屋外であれば５，０００人以下、かつ人と人との距離を十分に確保で

きること（できるだけ２ｍ） 

・ ２０時以降の不要不急の外出・移動の自粛についての協力の要請を踏

まえ、催し物（イベント等）が出来る限り２０時までに終了するよう努め

ること 

 

 ○ 施設 

・ 以下の施設については、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策

を徹底したうえで、原則として２０時までの営業時間短縮を実施 

劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、運動施

設、博物館、美術館又は図書館 など 

※ 学校、保育所、介護老人保健施設等、大学等については、施設の使用制

限等の要請等を行わない。 

 

３ 期間 

  １月１８日から２月７日まで 
  ※ 期間の延長については、緊急事態措置の状況、本市における感染状況

を踏まえ、別途通知する。 
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名古屋市新型インフルエンザ等業務継続計画の改正について（概要） 

 

１ 改正の趣旨 

名古屋市新型インフルエンザ等業務継続計画に、これまでの新型コロナウ

イルス感染症対応を踏まえた改正を行うことで、同計画発動時に今後の新型

コロナウイルス感染症対応を円滑、効果的に実施するもの。 

 

２ 主な改正点 

 (1) 業務の段階的な縮小・中止の整理 

  市内の感染状況等に応じて柔軟な対応を可能とするため、市民生活への

影響が少ない業務など、縮小または中止できる業務の考え方について、第

１段階から第３段階を設定した。 
 

「業務継続計画の発動時の運用」の 3 段階の考え方 

段  階 内  容 

第 1 段階 
市民生活に概ね影響がない業務または感染拡大防止のため早

めに中断する業務の縮小・中止（全業務の概ね５％程度） 

第 2 段階 
中長期的な業務のうち影響が少ない業務または感染拡大防止

のため中断すべき業務の縮小・中止（全業務の概ね２０％程度） 

第 3 段階 
縮小・中止が可能な業務の概ねを縮小・中止 

（全業務の概ね４０％程度） 

 

(2) イベントの開催、施設の閉館等の整理 

   市のイベントの開催、施設の閉館等について、市が定めるガイドライン、

国・愛知県の通知等に基づき適宜適切に判断することについて追加した。 

 

 (3) 感染防止策の強化 

   職員の接触機会の低減のため、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、休憩

時間の時差適用の積極的な活用の推進について追加した。 

 

３ 改正日 

  令和３年１月１４日 
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名古屋市新型インフルエンザ等業務継続計画の発動について（案） 

 

１ 趣旨 

愛知県が緊急事態措置を実施すべき区域とされたことを受け、新型コロナ

ウイルス感染症対策に関する業務は今後さらなる増加が見込まれることから、

より効果的な体制を構築するため、業務継続計画を発動するもの。 
 

○増加・減少が想定される主な業務 

増  加 減少（縮小・中止） 

・積極的疫学調査 

・ワクチン接種体制調整業務 

・緊急事態宣言下の広報 

・時短営業に伴う協力金業務 等 

・各種行事 

・研修・講習会の開催 

・不要不急な各種会議の開催 

・不要不急な視察・出張   等 

 

２ 「業務継続計画の発動時の運用」の段階 

  第１段階 

 

３ 期間 

  １月１４日から２月７日まで 
  ※ 期間の延長については、緊急事態措置の状況、本市における感染状況

を踏まえ、別途通知する。 
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緊急事態宣言に伴う広報について 

１ 現在実施中の広報 

・Yahoo！防災速報 

   「自治体からの緊急情報」にて緊急事態宣言に関する情報・啓発につい

て情報を発信（市内登録者数約 63 万人） 

 ・ＳＮＳ関連 

Twitter・Facebook「コロナに負けるなナゴヤ」、LINE、本市ウェブサイト、

名古屋市新型コロナウイルス感染症対策特設サイトにて情報を発信 

・小売店での館内放送 

   イオンモール計 14 店舗にて市長の声で呼びかけを実施 

・電光掲示板 

   各地下鉄駅ホームの駅旅客案内表示装置（LED・LCD）にてメッセージを

表示 

・消防車等による巡回 

   各消防署による消防車等での巡回 

２ 実施予定の広報 

・ＳＮＳ関連 

   きずなネットにて情報を発信 

・啓発ポスター  地域：コミュニティセンター、地域の掲示板など  その他：ファミリーマート、セブンイレブン 

※ファミリーマート、セブンイレブンについては、包括連携協定に基づき、

名古屋市、ファミリーマート、セブンイレブンの３者で作成 

・小売店での館内放送 

   マックスバリュー、イオンタウンなど計 35 店舗にて市長の声で呼びか

けを実施 

・電光掲示板 

地下鉄金山駅構内デジタルサイネージ、金山総合駅 NAIS ビジョン、名古

屋駅西口前大型ビジョン（オーバルビジョン）、久屋大通公園デジタルサイ

ネージ（Hisaya Central Vision）にてメッセージを表示 

・ラジオ放送 

   ZIP－FM「I LOVE NAGOYA」、CBC ラジオ「名古屋市だより」にて感染防止

対策を呼びかけ 

・広報車による巡回 

   各区役所による広報車での巡回 

・防災スピーカー（同報無線） 

   防災スピーカーにて感染防止対策を呼びかけ 
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市民・事業者の皆さまへのお願い   
 令和３年１月７日に、首都圏の１都３県を対象に国から緊急事態宣言が発

出されたところですが、昨日１月１３日に愛知県を含む２府５県が緊急事態

措置を実施すべき区域に追加され、全国の１１都府県が対象区域となったと

ころです。  
 愛知県では、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数が高止まりしてお

り、年明けには、「あいちの医療を守るための緊急メッセージ」が発表され

るなど、医療提供体制がひっ迫する非常に厳しい状況となっています。  
 これらの状況を受け、愛知県では、これまでを上回る外出自粛や営業時間

短縮、イベント開催要件への協力を要請していることから、さらなるお願い

となり、大変心苦しく思いますが、市民・事業者の皆さまにおかれましても、

ご協力をお願いいたします。  
 さて、本市は、医療提供体制を維持し続けるため、１６区の保健センター

を中心とした約５００名の職員により、陽性患者からきめ細やかな聞き取り

を行う「積極的疫学調査」を感染症対策の１丁目１番地と位置づけて対策を

すすめており、感染経路不明の事態においても、調査により健康観察者を特

定したり、クラスター対策としてのＰＣＲ検査を積極的に実施するなど、新

たな感染拡大の予防に努めております。  
本日、業務継続計画を発動し、市民生活に影響がない範囲で業務を一部縮

小・中止したうえで、今後は、積極的疫学調査やワクチン接種に係る業務、

広報啓発業務などの感染症対策により一層、注力してまいります。 
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 このウイルスの恐ろしいところは、無症状や軽症の感染者が知らないうち

に感染を広げてしまっている可能性があることです。  
したがいまして、外出自粛や営業時間短縮、イベント開催要件への協力、

時差出勤やテレワークなどの積極的な実施による接触機会の低減に加えま

して、これまでも継続的にお願いしてきた基本的な感染防止対策を徹底して

いただきますようお願いいたします。 
中でも、家庭などにウイルスを持ち込まないために「すぐに、せっけんで、

３０秒！」手洗い３Ｓ大作戦と定期的な換気をお願いします。  
さらには、積極的疫学調査の趣旨をご理解いただき、職員からの聞き取り

には、積極的なご協力を重ねてお願いいたします。  
引き続き、あいちなごやの医療を守り、ひいては市民・事業者の皆さまの

「いのち」と「くらし」を守るため、全力で取り組んでまいります。  
「コロナに感染しない、させない！」をよろしくお願いいたします。 

   
令和 3 年 1 月 14 日     

 名古屋市長 河村 たかし 



 

新型コロナウイルス感染症拡大の状況下における区役所の対応について 

 

 

趣 旨 

区役所では、１６区の区長会において、新型コロナウイルス感染症対応の長期化が想

定される中、新型インフルエンザ等業務継続計画を基に、縮小・中止など業務の優先順

位を整理した。 

今回、県内に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されたことに伴い、本優

先順位に基づき、必要な行政サービスを継続した上で、市民に身近な区役所として、新

型コロナウイルス感染症対策業務及び市民の意識啓発に重点的に取り組む。 

 

 

重点的に取り組む主な業務 

  新型コロナウイルス感染症対応 

   ・濃厚接触者の健康観察 

   ・積極的疫学調査 

   ・医療機関等との調整 

   ・感染者が発生した事業所との調整 

 

感染拡大防止に向けた情報提供・意識啓発 

・若い世代への働きかけ（繁華街、各種学校 等） 

・各種地域団体等への働きかけ 

・地域への情報提供（広報車による巡回、区ウェブサイト・SNS、区内関係公所 

や区内駅の広報媒体等の活用） 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う生活支援 

・生活困窮者、要支援者などに対する相談 

・住民票手数料、国民健康保険料、介護保険料の減免 

 

実施体制 

   窓口業務を継続する一方で、本優先順位に基づき、不要不急の一部業務を中止・ 

縮小し、職員を重点業務にシフトする。 

（中止・縮小する業務の例） 

・各種行事、研修・講習会の開催 

  ・不要不急な各種会議の開催 

令和３年１月１４日 
新型コロナウイルス感染症 
対策本部会議 
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愛知県及び名古屋市における

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

新規発生患者数：名古屋市 新規発生患者数：名古屋市外 1週間の患者数合計：県 1週間の患者数合計：名古屋市 1週間の患者数合計：名古屋市外


